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１６文科高第３０４号

平成１６年７月２３日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長
殿

各 都 道 府 県 知 事

文部科学省高等教育局私学部長

金 森 越 哉

（印影印刷）

私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う

財務情報の公開等について（通知）

「 （ ）」 、私立学校法の一部を改正する法律 平成１６年法律第４２号 等の施行については

平成１６年７月２３日付け１６文科高第３０５号により、その趣旨、概要及び留意すべき

事項について通知したところですが、改正後の私立学校法（以下「法」という ）第４７。

条の規定に基づく財務情報の公開に係る書類の様式参考例等については下記のとおりです

ので、十分に御了知の上、適切な事務処理をお願いします。

また、都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び法第６４条第４項の法人に対し

て周知を図るとともに、指導に当たっては、各学校法人の設置する学校の種類や規模等に

応じ、十分に配慮されるようお願いします。

記

１．財務情報の公開について

（１）閲覧に供することが義務付けられる書類の様式参考例等について

ア 今回の法改正により、閲覧に供することが義務付けられる書類は、次のとおり

であること。

①財産目録、②貸借対照表、③収支計算書、④事業報告書、⑤監事による監査

報告書

イ 収支計算書は、基本的に資金収支計算書及び消費収支計算書がこれに該当する

ものであること。

なお、複数の学校を設置している場合等、必要に応じ、学校ごとの内訳を示す

など積極的な取組が望まれること。

ウ 財産目録、貸借対照表、収支計算書については、別添１～３のとおり様式参考

例を定めたので、各学校法人におかれては、これらを参考とされたいこと。
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なお、学校法人会計基準（昭和46年4月1日文部省令第18号）に従い貸借対照表

及び収支計算書を作成している学校法人にあっては、これらを閲覧に供すれば足

りること。ただし、この場合は、同会計基準による様式は補助金交付の観点から

の表示区分となっているものである旨を注記等により示すことが適当であるこ

と。

エ 法第２６条第３項に規定する収益事業に係る財務書類についても、閲覧の対象

となるものであること。これらの財務書類については、その事業に応じて適宜作

成されたいこと。

オ 今回、新たに事業報告書の作成を義務付けたのは、財務書類だけでは、専門家

以外の者に容易に理解できない場合が多いと考えられることから、財務書類の背

景となる学校法人の事業方針やその内容を分かりやすく説明し、理解を得るため

であること。

事業報告書については、法人の概要、事業の概要及び財務の概要に区分し作成

することが適当であり、別添４のとおり記載する事項の例示を記載例として定め

たので、各学校法人におかれては、これを参考としつつ適宜作成されたいこと。

カ 監事による監査報告書の内容については、各学校法人の規模や実情等に応じ各

監事において適切に判断し作成されたいこと。

キ 法第４７条第２項の規定に違反して、ア①～⑤の書類の備付けを怠り、又は記

載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたときは、法第６６条第４号

の規定により罰則の対象になること。

ク 次官通知（平成１６年７月２３日付け１６文科高第３０５号）第三（２）②の

とおり、法律による義務付けの内容に加えて積極的に外部へ情報提供を行う場合

の財務書類の記載内容については、各学校法人において適宜判断されたいこと。

（２）閲覧の対象者等について

ア 法第４７条の規定による閲覧の対象者は 「当該学校法人の設置する私立学校、

に在学する者その他の利害関係人」であること。

ここにいう「利害関係人」とは、在学者のほか、学校法人との間で法律上の権

利義務関係を有する者を指すものであり、具体的には、例えば、

① 当該学校法人の設置する私立学校に在学する学生生徒やその保護者

② 当該学校法人と雇用契約にある者

③ 当該学校法人に対する債権者、抵当権者

等がこれに該当すること。

したがって、例えば、当該学校法人の設置する私立学校の近隣に居住する者と

いうことのみでは、利害関係人には該当しないこと。

また、当該学校法人の設置する私立学校に入学を希望する者については、当該

学校法人において、入学する意思が明確に確認できると判断した場合等には、利

害関係人に該当すると考えられること。

なお、これら法律による閲覧請求権が認められる者以外の者に対しても、各学

校法人の判断により、積極的な情報公開の観点から、柔軟に対応することが望ま
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しいこと。

イ 閲覧請求があった場合でも 「正当な理由がある場合」には、閲覧を拒むこと、

ができること。

この「正当な理由がある場合」とは、具体的には、例えば、

① 就業時間外や休業日に請求がなされた場合等、請求権の濫用に当たる場合

② 当該学校法人を誹謗中傷することを目的とする場合等、明らかに不法・不

当な目的である場合

③ 公開すべきでない個人情報が含まれる場合

等が考えられること。

この「正当な理由がある場合」に該当するか否かは、個別の事例に応じ、各学

校法人において適切に判断すべきものであるが、積極的な情報公開の観点から慎

重に判断することが望ましいこと。

なお 「正当な理由がある場合」に該当する場合であっても、例えば個人情報、

が含まれる部分を除いて閲覧に供すれば問題が生じないと考えられる場合には、

当該部分を除いて閲覧に供するなど、積極的な対応を工夫すべきであること。

（３）小規模法人への配慮等について

各学校法人におかれては、法律に規定する内容に加え、設置する学校や法人の

規模等それぞれの実情に応じ、より積極的な情報提供に自主的に取り組むことが

期待されること。

また、学校法人の規模や実情等が様々であることにかんがみ、各都道府県にお

いて所轄の学校法人に対して指導を行うに際しては、小規模法人に過度の負担と

ならないよう配慮されたいこと。

（４）その他

ア 文部科学省としては、今後とも、大臣所轄学校法人の財務情報の公開状況を継

続的に調査し、その結果を公表する予定であること。

イ 学校法人会計基準の見直しについては、本年３月３１日の「今後の学校法人会

計基準の在り方について（検討のまとめ （学校法人会計基準の在り方に関する）」

検討会）を踏まえ、改正について検討中であり、これについては別途通知する予

定であること。

２．登記について

ア 今回の改正により、原則として理事長のみが代表権を有することとなり、理事

長以外の理事については、寄附行為の規定により代表権を付与された場合にのみ

代表権を有することとなること。したがって、例えば、従前は特段寄附行為によ

る代表権の制限を行わず理事全員が代表権を有していた学校法人が、改正後も引

き続き理事全員に代表権を付与したい場合には、寄附行為に理事全員に代表権を

付与する旨の定めを設ける必要があること。

なお、理事長以外の理事の代表権の在り方については、各学校法人においてそ
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れぞれの実情等に応じて適切に判断されたいこと。

イ 登記については、従前は代表権の有無にかかわらず理事全員を登記することと

されていたが、今後は理事長及び代表権を有する理事のみを登記することとなる

こと。

また、代表権を有する理事についてその代表権の範囲に限定がある場合には、

その範囲についても登記することとなること。

（ ）ウ 具体的な登記事項の変更に当たっての参考に資するよう変更例を添付 別添５

しているので適宜参照されたいこと。

本件担当

・財務情報の公開について

私学部参事官付財務調査係

03－5253－4111（3328）

・登記について

私学部私学行政課企画係

03－5253－4111（2533）
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別添１様式参考例

財 産 目 録

科 目 年 度 末

一 資産額
（一）基本財産
１ 土地（団地）

校地 円○○ ㎡
２ 建物
（１）校舎 円○○ ㎡
３ 図書 円○○ 冊
４ 教具・校具・備品 円○○ 点

・・・ 円

（二）運用財産
１ 預金、現金 円

円現 金 現金手許有高
円普通預金

２ 積立金 円
３ 有価証券 円

円利付国債
・・・ 円

（三）収益事業用財産
・・・ 円

合 計 円

二 負債額
１ 固定負債 円
（１）長期借入金 円

円日本私立学校振興・共済事業団
・・・ 円

（３）学校債 円
（４）未払金 円
（５）退職給与引当金 円
・・・ 円

２ 流動負債 円
（１）短期借入金 円
（２）前受金 円
（３）未払金 円
・・・ 円

合 計 円

（注）１．実際の作成に当たっては、各学校法人の規模等に応じて学校法人が判断す
ることが適当である。
２．(1)基本財産：学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれ

らに要する資金
(2)運用財産：学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産
(3)収益事業用財産：収益を目的とする事業に必要な財産
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様式参考例 別添２

貸 借 対 照 表

年 月 日

（単位 円）

資 産 の 部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

固定資産

有形固定資産

土 地

・・・

その他の固定資産

借 地 権

・・・

流動資産

現金預金

・・・

資産の部合計

負 債 の 部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

固定負債

長期借入金

・・・

流動負債

短期借入金

・・・

負債の部合計

基 本 金 の 部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

第１号基本金

第２号基本金

第３号基本金

第４号基本金

基本金の部合計

消費収支差額の部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

(何)年度消費支出準備金

翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）

消費収支差額の部合計

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

負債の部,基本金の部及び消費収支差額の部合計
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様式参考例 別添３-１

資 金 収 支 計 算 書

年 月 日 から
年 月 日 まで

（単位 円）
収 入 の 部

科 目 予 算 決 算 差 異
学生生徒等納付金収入

・・・
手数料収入

・・・
寄付金収入

・・・
補助金収入

・・・
資産運用収入

・・・
資産売却収入

・・・
事業収入

・・・
雑 収 入

・・・
借入金等収入

・・・
前受金収入

・・・
その他の収入

・・・
資金収入調整勘定

・・・
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計
支 出 の 部

科 目 予 算 決 算 差 異
人件費支出

・・・
教育研究経費支出

・・・
管理経費支出

・・・
借入金等利息支出

・・・
借入金等返済支出

・・・
施設関係支出

・・・
設備関係支出

・・・
資産運用支出

・・・
その他の支出

・・・
〔予備費〕
資金支出調整勘定

・・・
次年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計
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様式参考例 別添３-２

消 費 収 支 計 算 書

年 月 日 から

年 月 日 まで

（単位 円）

消費収入の部

科 目 予 算 決 算 差 異

学生生徒等納付金

・・・

手 数 料

・・・

寄 付 金

・・・

補 助 金

・・・

資産運用収入

・・・

資産売却差額

・・・

事 業 収 入

・・・

雑 収 入

・・・

帰属収入合計

基本金組入額合計

消費収入の部合計

消費支出の部

科 目 予 算 決 算 差 異

人 件 費

・・・

教育研究経費

・・・

管 理 経 費

・・・

借入金等利息

・・・

資産処分差額

・・・

徴収不能引当金繰入額（又は徴収不能額）

〔予備費〕

消費支出の部合計

当年度消費収入超過額（又は当年度消費支出超過額）

前年度繰越消費収入超過額（又は前年度繰越消費支出超過額）

(何)年度消費支出準備金繰入額

(何)年度消費支出準備金取崩額

基本金取崩額

翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）
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事 業 報 告 書

１ 法人の概要

（例 示）

・設置する学校・学部・学科等

・当該学校・学部・学科等の入学定員，学生数の状況

・役員・教職員の概要 等

２ 事業の概要

（例 示）

・当該年度の事業の概要

・当該年度の主な事業の目的・計画

・当該計画の進捗状況 等

３ 財務の概要

（例 示）

・経年比較 等

記載例 別添４
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私立学校法及び組合等登記令改正による登記事項の変更（例）

○ 法人の代表に関する寄附行為の定め

１．理事長及び副理事長は、この法人の全ての業務について、この法人を代表する。

２．常務理事は、 業務についてのみ、この法人を代○県○市○町○番地の従たる事務所の

表する。

３．理事長、副理事長及び常務理事以外の理事は、この法人を代表しない。

（理事長：文部太郎、副理事長：科学次郎、常務理事：文部三郎とする ）。

○ 改正前（理事全員を登記）

役員に関する事項 東京都千代田区○○番地 平成１６年 ４月 １日就任

理事 文部太郎 平成１６年 ４月１２日登記

東京都千代田区○○番地 平成１６年 ４月 １日重任

理事 科学次郎

… … …

東京都千代田区○○番地 平成１６年 ４月 １日重任

理事 文部五郎 平成１６年 ４月１２日登記

○ 改正後（理事長及び寄附行為で定めた代表権を有する理事を登記）

役員に関する事項 東京都千代田区○○番地 平成１６年 ４月 １日就任

理事長 文部太郎 平成１６年 ４月１２日登記

東京都千代田区○○番地 平成１６年 ４月 １日重任

理事 科学次郎

東京都千代田区○○番地 平成１６年 ４月 １日重任

理事 文部三郎 平成１６年 ４月１２日登記

代表権の範囲 平成 年 月 日

理事科学次郎はこの法人の全ての業務

についてこの法人を代表する。

代表権の範囲 平成 年 月 日

理事文部三郎は○県○市○町○番地の

従たる事務所の業務についてのみこの

法人を代表する。

別添５




